
JP 2013-531332 A5 2015.4.2

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成27年4月2日(2015.4.2)

【公表番号】特表2013-531332(P2013-531332A)
【公表日】平成25年8月1日(2013.8.1)
【年通号数】公開・登録公報2013-041
【出願番号】特願2013-508427(P2013-508427)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  13/52     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ   3/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ   13/52     ３０１Ｅ
   Ｈ０１Ｒ   13/52     ３０１Ｈ
   Ｈ０１Ｒ   13/52     ３０１Ｇ
   Ｈ０２Ｇ    3/22     　　　Ｂ

【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】シール部材
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線及びハウジング間を封止するシール部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケーブルのシール部材押さえの位置でハウジング周囲からハウジング内部を封止するた
めに、例えばハウジング壁の電線通路にシール部材が用いられる。シール部材の外形は、
ハウジング壁の貫通部の外形と相補的な形状に設定される。内部形状すなわち内径は、電
線の外形に適合する。このため、このようなシール部材は、所与の径の電線のみに合うの
が通例である。
【０００３】
　ハウジングと、ケーブルのシール部材押さえの間の異なる径の電線とを封止できるよう
にするために、従来技術によれば、シール部材が個別に電線断面に適合すると共に所与の
タイプの電線のみに合うか、シール部材の内部形状が、異なる径の通路開口を予め決める
、半径方向に延びた異なる長さの層板を具備するかのいずれである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術の両解決手段は、完全に満足を与えることができるものではない。というのは
、前者は、異なるタイプの電線用に複数の異なるシール部材を設けなければならず、複雑
になるが故に高価になってしまう。他方、内周が異なる径の貫通孔を区画する複数の積層
を有するシール部材は、より汎用に使用することができる。しかし、後者の解決手段は、
シール部材は異なる径の電線上で十分には均等に封止できないという点で妥協しなければ
ならない。
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【０００５】
　上述した従来技術の不都合に鑑み、本発明の目的は、複数の異なる電線径用に可能な限
り一定の高度な封止を保証する、異なる断面の電線用のシール部材を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、本発明に係る以下のシール部材で達成される。すなわち、このシール部材
は、弾性的に拡張可能な内部スリーブを有する。内部スリーブは、シール部材の軸方向に
沿って、電線用の通路開口を有する。通路開口は、電線用に内周に沿って延びる少なくと
も１個の内部封止面を有する。シール部材は、内部スリーブを取り囲む外部スリーブを有
する。外部スリーブは、シール部材の外周に沿って延びる少なくとも１個の外部封止面を
有する。シール部材は、その半径方向に圧縮可能に設計され、外部スリーブの曲がり易さ
よりも大きな曲がり易さを有する少なくとも１個の補償部を具備する。
【０００７】
　本解決手段は、内部スリーブ上のシール部材の内周の増加は少なくとも比例して補償さ
れ、この結果、半径方向において、内周の増加と比較して外部スリーブの外周の増加が小
さいという利点を有する。このため、内部スリーブは、外部スリーブに過剰な圧力が作用
することなく、シール部材の許容差内で拡張することができる。外部スリーブは、それ自
体が弾性を有さなくてもよいか、又はその拡張を防止する非弾性通路内に少なくとも配置
される。シール部材の内部拡張は、シール部材の外形に対して全く影響を与えないか、与
えてもわずかである。
【０００８】
　この結果、本発明によれば、電線がシール部材を貫通することができ、シール部材の外
周は、通路開口内で電線が過剰に圧縮されることなく、シール部材に受容できる電線径に
対して許容差範囲の上限を有する。このため、シール部材を通る電線を容易に引っ張るこ
とができる。これはとりわけ今日的な意味がある。というのは、シール部材は、シール部
材を通る軸方向の電線の移動をより困難にする高摩擦係数を有する弾性材料で主に製造さ
れるからである。本発明は、例えば、シール部材を位置決めするために、殆ど同じ条件下
で異なる電線径で、ハウジングのシールリセプタクル内の電線に押圧されたシール部材を
変位させることが可能になる。
【０００９】
　本発明に係る解決手段は、それぞれそれ自体が利点を有する以下の実施形態により補完
され、要望通りに改良することができる。
【００１０】
　よって、別の実施形態によれば、内部スリーブが少なくとも部分的に、外部スリーブに
対して半径方向に移動可能に保持されることができる。このため、内部スリーブは、電線
の外部形状に対して外部スリーブと同心円状に位置するよう適合できるのみならず、電線
の位置に対して内部スリーブの位置をさらに方向付けることができる。
【００１１】
　別の利点のある実施形態によれば、電線を軸方向に沿ってシール部材に可能な限り固定
して保持するために、半径方向の補償部の曲がり易さが、軸方向の補償部の曲がり易さを
超えるようにされる。このため、例えば、電線は、外部スリーブに対して内部スリーブが
軸方向に変位することなく、貫通部を通って押圧することができる。
【００１２】
　別の一実施形態によれば、補償部は、脆弱領域、及び内周や外周に沿って少なくとも部
分的に延びる凹部の一方又は双方を有することで、簡単に設けることができる。脆弱領域
において、補償部の弾性、圧縮性や曲がり易さは、内部スリーブや外部スリーブに対して
増大する。このため、脆弱領域は、例えば内部スリーブや外部スリーブより柔軟な材料で
形成される。例えば、シール部材に電線を挿入する際に変位するシール部材の材料は、周
辺凹部へ移動可能である。
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【００１３】
　補償部を脆弱にすることは、内部スリーブ及び外部スリーブ間の補償部に少なくとも１
個の切欠を形成することで、簡単に達成することができる。この切欠により、補償部の曲
がり易さが増大する。
【００１４】
　別の有利な一実施形態によれば、補償部は、外部スリーブ上に内部スリーブを少なくと
も部分的に保持するか包囲するスポーク状に配列されたリブを具備することができる。こ
のため、内部スリーブは、外部スリーブに対する内部スリーブの軸方向の変位を防止する
ように、外部スリーブに接続できる。また、内部スリーブ又は内部スリーブを形成するカ
ラー、シールリングやばね脚が、貫通孔を通って電線を引く際に折り返されたり曲げられ
たりすることを防止する。
【００１５】
　半径方向に沿ったリブの高度の曲がり易さは、リブが少なくとも部分的にシール部材の
軸方向の中心線から始まる半径方向の線に対して斜めに延びることで、達成できる。
【００１６】
　補償部の曲がり易さは、別の可能な一実施形態によれば、通路開口内の補償部が、封止
面に対して少なくとも部分的に後退する内側凹部を有することで増大させることができる
。このため、通路開口は、半径方向に少なくとも部分的に拡開される。
【００１７】
　外周に沿った凹部は、例えば少なくとも１個の環状溝として構成される。環状溝内には
、少なくとも１個の環状溝の周囲方向に沿って封止縁（sealing lip）が延びる。封止縁
は、シール部材の外周を環状に取り囲むことができ、シール部材の外周及びハウジング間
の特に良好な封止を確保する。
【００１８】
　シール部材の緊密性及び所望の寸法安定性は、別の可能な一実施形態において、内部ス
リーブが周辺連結ウエブを介して外部スリーブに連結されることで達成できる。連結ウエ
ブにもかかわらずシール部材の高度の曲がり易さや弾性を確保するために、連結ウエブが
少なくとも１個の環状溝や内側凹部の高さでほぼ軸方向に配置される。
【００１９】
　内部スリーブの高度な柔軟性及び可撓性は、別の一実施形態によれば、シール部材の軸
方向断面が少なくとも部分的にシール部材の中心軸に対して斜めに延びるばね脚は、少な
くとも１個の内部スリーブを半径方向に弾性的に保持することで達成可能である。
【００２０】
　電線及び貫通孔間の接触領域におけるシール部材の緊密さは、内部スリーブが少なくと
も１個の前側シールリング及び少なくとも１個の後側シールリングを具備することで改善
可能である。これらのシールリングは、軸方向と平行に延びるシール部材の導入方向に沿
って互いに離間する。別の可能な一実施形態によれば、少なくとも１個の後側シールリン
グの半径方向の可撓性が少なくとも１個の前側シールリングの半径方向の可撓性より大き
い場合、電線の位置に対する内部スリーブの良好な順応性を達成することができる。
【００２１】
　本発明は、添付図面を参照しながらいくつかの実施形態を用いた例示により、以下に詳
細に説明される。これらの実施形態は、上述したように個別の特徴が互いに独立して実現
し省略できる可能な構成を表わすに過ぎない。これらの実施形態の説明において、簡単の
ために、同じ特徴及び要素は同じ参照符号で示される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係るシール部材及び電線の概略を示す斜視図である。
【図２】図１に示されたシール部材及び電線の概略を示す別の斜視図である。
【図３】本発明に係るシール部材、電線及びハウジングの仮組立状態の概略を示す斜視図
である。
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【図４】図３に示されたシール部材、電線及びハウジングの組立状態の概略を示す斜視図
である。
【図５】図３及び図４に示されたシール部材、電線及びハウジングの最終組立状態の概略
を示す斜視図である。
【図６】別の組立状態Ｍ’における本発明に係るシール部材を具備したハウジングの概略
を示す斜視図である。
【図７】ハウジングカバーを開いた状態の図６に示されたハウジングの概略を示す斜視図
である。
【図８】シール部材が内部に挿入された図６に示されたハウジングの一部の概略を示す、
図６のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図９】シール部材が内部に挿入された図６に示されたハウジングの一部の概略を示す、
図６のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　まず、第一に、図１を参照して本発明に係るシール部材１が説明される。図１は、シー
ル部材１と、例えばケーブルである電線２とを示す。電線２は、軸方向の中心線ＭLがシ
ール部材１の軸方向の中心線ＭD上に位置した状態で配置される。電線２の自由端３は、
シール部材１の通路開口４の導入方向Ｅに配置される。電線２の外径ｄLは、通路開口４
の内径ｄIより大きく、且つシール部材１の外径ｄAより小さい。
【００２４】
　通路開口４は、シール部材の軸方向Ｘと平行に延びると共に、シール部材１の内部スリ
ーブ５の２個の弾性内部シールリング５ａ，５ｂにより少なくとも部分的に形成される。
弾性内部シールリング５ａ，５ｂは、シール部材１の内周を形成する、シール部材１の内
部封止面６ａ，６ｂを有する。
【００２５】
　シール部材１の半径方向Ｙ及びＺにおいて、内部シールリング５ａは、補償部７ａに取
り囲まれる。補償部７ａは、シール部材１の内部スリーブ５、スポーク状リブ９及び外部
スリーブ１０間を軸方向Ｘに沿って延びる一連の切欠８ａを具備する。本実施形態におけ
る外部スリーブ１０は、２個の外部シールリング１０ａ，１０ｂを具備する。
【００２６】
　シール部材１の外部封止面１１ａは、外部スリーブ１０の外周１１に形成される。さら
に、シール部材１の外周１１は、周囲凹部、すなわち環状溝１２の形態で外周１１に沿っ
て延びる凹部を具備する。環状溝１２には、互いに平行に延びる２個の周囲封止縁１３が
配置される。環状溝１２及び封止縁１３は、シール部材１の別の補償部７ｄを形成する。
導入方向Ｅに沿った別の補償部７ｄの後ろ側に、シール部材１は別の外部封止面１１ｂを
有する。
【００２７】
　さらに、シール部材１は、導入方向Ｅとは逆向きのカラー１４を具備する。カラー１４
の周囲縁１５は、シール部材１の最大外周を形成する。カラー１４の軸方向の縁１６は、
導入方向Ｅとは逆向きである。漏斗状の入口外形１７は、軸方向の縁１６及び内部封止面
６ａ間の通路開口４に向かって円錐状に延びると共に、導入方向Ｅに沿って電線２用の入
口外形１７として作用する。
【００２８】
　図２は、導入方向Ｅとは逆向きに貫通孔４を通してシール部材１を見た別の斜視図であ
る。この図において、内周６が別の内部シールリング５ｂに内部封止面６ｂを形成するこ
とが明確になる。別の内部シールリング５ｂの周りの半径方向には、別の補償部７ｂが配
置される。別の補償部７ｂは、補償部７ａと同様に、内部シールリング５ｂ及び別の外部
シールリング１０ｂのスポーク状リブ９間の軸方向に形成された複数の切欠８ｂを有する
。リブ９は、シール部材１の中心線ＭDから始まる半径方向Ｙ，Ｚに対して斜めに延びる
。換言すると、リブ９の各縦軸は、中心線ＭDの周りに延びる円に接して延びる。
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【００２９】
　図３は、仮組立状態Ｐの電線２、ハウジング１００及びハウジング用のキャップ１０１
の概略を示す斜視図である。この仮組立状態Ｐにおいて、キャップ１０１は、導入方向Ｅ
とは逆向きに電線２上に押圧される。シール部材１は、電線２上に押圧され、導入方向Ｅ
に沿ってキャップ１０１の前に配置される。電線２の自由端３は、ハウジング１００のポ
ート形状の電線ガイド１０２の前に導入方向Ｅに沿って配置される。ラッチ部材１０３は
、電線ガイド１０２に対して外部に取り付けられる。ラッチ部材１０３は、キャップ１０
１の相手ラッチ部材１０４と協働するよう設計される。ラッチ部材１０３はラッチ突起と
して設計され、相手ラッチ部材１０４はラッチタブとして設計される。ハウジング１００
は、プラグ・ソケットコネクタの周囲ハウジングであり、カバー１０５で閉鎖されるアク
セス口（図３に図示せず）を側方に有する。
【００３０】
　図４は、組立状態Ｍのシール部材１、電線２、ハウジング１００及びキャップ１０１の
概略を示す別の斜視図である。組立状態Ｍにおいて、シール部材１は、電線ガイド１０２
により形成された、ハウジング１００のインレット（図４に図示せず）内に挿入される。
このため、電線２は、電線ガイド１０２を通ってハウジング１００内に延びる。キャップ
１０１は、導入方向Ｅに沿って電線ガイド１０２上に押圧され、電線ガイド１０２にラッ
チされる準備ができている。
【００３１】
　図５は、最終組立状態Ｆのシール部材１、電線２、ハウジング１００及びキャップ１０
１の概略を示す別の斜視図である。最終組立状態Ｆにおいて、電線２は、シール部材１を
通ってハウジング１００内に案内される。キャップ１０１は、ハウジング１００にラッチ
され、シール部材１を覆い、カラー１４上の所定位置にシール部材１を保持する。
【００３２】
　図６は、別の組立状態Ｍ’のシール部材１、ハウジング１００及びキャップ１０１を示
す斜視図である。この組立状態Ｍ’において、シール部材１はハウジング１００内に挿入
され、キャップ１０１は図５と同様な方法でハウジング１００にラッチされる。電線２用
の円形通路１０６は、キャップ１０１に形成される。円形通路１０６は、シール部材１の
通路開口４と同心円状に配置される。
【００３３】
　図７は、キャップ１０１が配置され、シール部材１が挿入されたハウジング１００の組
立状態Ｍ’の別の斜視図である。カバー１０５の背後には、ハウジング１００の内部室１
０８を開放する組立開口１０７がある。ストレインリリーフ手段として設計された電線ホ
ルダ１０９は、内部室１０８内に配置される。電線ホルダ１０９は、ねじの形態の固定手
段の補助によりハウジングに固定可能なケーブルクランプ１１０と、横リブの形態の保持
突起１１９が設けられた加圧領域１１２とを具備する。ケーブルクランプ１１０は、電線
２の絶縁物に電線２を機械的に固定するための電線固定部１１０ａと、電線２の編組に電
気接触するための編組接触部１１０ｂとを有する。電線インレット１１３は、ハウジング
１００内に導入される際に、電線ホルダ１０９に電線２を案内するよう設計される。さら
に、ハウジング１００は、電線に取り付けることが可能な差込みコンタクト部材（図示せ
ず）を受容するよう設計された差込み部１１４を有する。
【００３４】
　図８は、内部に挿入されたシール部材が組立状態Ｍ’にある図６に示されたハウジング
１００を示す、図６のＡ－Ａ線に沿った断面図である。シール部材１は、電線ガイド１０
２に着座すると共に、ハウジング１００の筒状の壁１１５により形成されたシールリセプ
タクル１１６に当接した状態で周囲に位置する。通路開口４は、シールリセプタクル１１
６及び電線インレット１１３と同心円状に配置される。外部シールリング１０ａ，１０ｂ
は、各外部封止面１１ａ，１１ｂがシールリセプタクル１１６の壁１１５に当接した状態
で配置される。
【００３５】
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　内部シールリング５ａ，５ｂは、シール部材１の断面に形成された各ばね脚１８ａ，１
８ｂに半径方向Ｙ，Ｚに移動可能に保持される。ばね脚１８ａ，１８ｂは、環状連結ウエ
ブ１９の領域で一つになる。導入方向Ｅに前側内部シールリング５ａを支えるばね脚１８
ａは、導入方向Ｅに前側内部シールリング５ａから所定距離の位置の後側内部シールリン
グ５ｂを支えるばね脚１８ｂより短い。このため、半径方向Ｙ，Ｚの沿った後側内部シー
ルリング５ｂの可動量は、前側内部シールリング５ａの可動量より大きい。内部シールリ
ング５ａ，５ｂの間には、環状内側凹部２０が内部シールリング５ａ，５ｂ間すなわち内
部封止面６ａ，６ｂ間に形成されるように、ばね脚１８ａ，１８ｂが半径方向Ｙ，Ｚに沿
って円弧状に外方へ湾曲して延びる。内側凹部２０のため、シールリング５ａ，５ｂは共
に、ばね脚１８ａ，１８ｂが電線２に当接しないように、例えば回転して半径方向Ｙ，Ｚ
外方へ移動すなわち拡開する。このため、内側凹部２０は、別の補償部７ｃを形成する。
【００３６】
　連結ウエブ１９は、ばね脚１８ａ，１８ｂがある程度まで回転可能又は傾斜可能に実装
される一種の回転支持点すなわちレバー節として作用する。換言すると、ばね脚１８ａ，
１８ｂは、連結ウエブ１９に実装さされた揺動部を形成する。この揺動部は、ばね脚１８
ａ，１８ｂの半径方向の変位や斜め移動を可能にする。補償部７ａ，７ｂは、ばね脚１８
ａ，１８ｂ及び内部シールリング５ａ，５ｂの周りに位置して半径方向に沿って配置され
る。このため、ばね脚１８ａ，１８ｂ及び内部シールリング５ａ，５ｂは、電線２が通路
開口４を拡開する場合、内部シールリング５ａ，５ｂ及び外部シールリング１０ａ，１０
ｂ間に配置された補償部７ａ，７ｂ内へそれぞれ移動可能である。
【００３７】
　連結ウエブ１９は、シール部材１の外側凹部を形成する環状溝１２の高さで導入方向Ｅ
すなわち軸方向Ｘに配置される。外側凹部は、少なくとも半径方向Ｙ，Ｚに外部シールリ
ング１０ａ，１０ｂよりも弾性を有する別の補償部７ｄを代表する。このため、連結ウエ
ブ１９を介して半径方向Ｙ，Ｚに外方に消える力は、シール部材１の壁２１を半径方向Ｙ
，Ｚ外方に変形できる。この場合、壁１１５のかなりの追加の摩擦のため、ハウジング１
００、シール部材１及び電線２の組立を困難にすることなく、２個の半径方向縁１３がリ
ールリセプタクル１１０の壁１１５を押圧し、第一には外部周囲から、第二にはハウジン
グ１８の内部からの二重封止を確保するという利点がある。
【００３８】
　また、シール部材１のカラー１４の軸方向の縁１６ｂは、導入方向Ｅに沿ったシールリ
セプタクル１１６の縁１１７上に位置する。キャップ１０１の通路１０６を形成するキャ
ップ１０１の面１１８は、導入方向Ｅに沿ってカラー１４の軸方向の縁１６ａの前に配置
されるので、軸方向Ｘに沿ったシール部材１は、縁１１７及び面１１８の間のカラー１４
にほぼ移動しない状態で保持される。
【００３９】
　さらに、図８には、ハウジング１００の加圧領域１１２が、導入方向Ｅをほぼ横断する
方向に延びる複数の横リブ１１９を具備することを見ることができる。固定手段１１１用
のハウジング１００上の相手固定手段１２０は、雌ねじとして設計される。
【００４０】
　図９は、最終組立状態Ｅのシール部材１、電線２、ハウジング１００及びキャップ１０
１を示す。電線２は、通路１０６を貫通してハウジング１００内に延びており、図８に示
されるようにシールリセプタクル１１６内に挿入されるシール部材１の通路開口４を通っ
て案内される。電線２は、自由端３の領域では、加圧領域１１２の横リブ１０９に対して
半径方向Ｚとは逆向きにケーブルクランプ１１０により押圧される電線ホルダ１０９に固
定される。電線２は、通路１０６及び内部シールリング５ａとはほぼ同心円状に通路１０
６の高さで軸方向Ｘに沿って延びる。
【００４１】
　導入方向Ｅに沿った途上でハウジング１００内へ、電線２は、押下するケーブルクラン
プ１０９により固定するので、半径方向Ｚとは逆に撓みを受ける。このため、電線２の軸
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方向の中心線ＭLは、シール部材１の軸方向の中心線ＭDに対して角度αで傾斜するか、半
径方向Ｚと平行に変位する。この傾斜や変位は、内部シールリング５ｂがばね脚１８ｂ上
に移動可能に懸架されていることにより補償することができる。というのは、内部シール
リング５ｂは、外部シールリング１０ｂ上に到達することなく、補償部７ｂへ移動できる
からである。シール部材１の非拡開状態でシールリセプタクル１１６の径ｄEは外部シー
ルリング１０ａ，１０ｂ上のシール部材１の径より実質的に大きいか等しいので、外部シ
ールリング１０ａ，１０ｂは、おそらく拡開しないか、移動する空間が殆どない。
【００４２】
　この発明の範囲内で上述した実施形態からの変形も可能である。このため、シール部材
１及び電線２は、それらの中心線ＭD，ＭLに対して回転対象に設計される必要は必ずしも
なく、各要求事項に対応して異なる断面を有してもよい。これに対応して、シール部材１
の通路開口４も、電線２の対応する外輪郭に適合することができる。
【００４３】
　任意の数の内部シールリング５ａ，５ｂが設けられ、内部スリーブ５に結合されてもよ
く、その各々は内部封止面６ａ，６ｂを形成してもよい。補償部７ａ～７ｄは、内部スリ
ーブ５の半径方向の可動性を確保し、ばね脚１８ａ，１８ｂ及び連結ウエブ１９を具備す
る補償領域７を共に形成するために、内部シールリング５ａ，５ｂ及び外部シールリング
１０ａ，１０ｂ間に任意の方向で配置されてもよい。また、補償部７ａ～７ｄは、内部ス
リーブ５の大きな曲がり易さを確保するために、複数の外部シールリング１０ａ，１０ｂ
又は内部シールリング５ａ，５ｂの間の内周又は外周に凹部の形態で配置されてもよい。
【００４４】
　必須ではないが、本実施形態のようにシール部材１が一体で設計され、全体が弾性材料
で形成されると、有利である。このため、例えば、外部スリーブ１０が内部シールリング
５ａ，５ｂより弾性の低い材料で形成されることも考えられる。内部スリーブ５及びその
ばね脚１８ａ，１８ｂは、その内部封止面６ａ又は６ｂで電線２を取り囲む弾性可撓性を
有するカラーをそれぞれ形成する。
【００４５】
　補償部７ａ，７ｂのリブ９により内部スリーブ５を外部スリーブ１０に連結することは
必須ではないが、電線２が導入方向Ｅ内及びその方向Ｅとは逆に移動する場合、内部封止
面６ａ，６ｂが電線２を囲みながら、それぞれ保持される内部シールリング５ａ又は５ｂ
と共にばね脚１８ａ，１８ｂにより形成されるシールカラーがひっくり返ることを防止す
るためには有利である。
【００４６】
　シール部材１の外周に延びる環状溝１２は必須ではないが、電線２により広げられた連
結ウエブの材料を受容するためには有利である。この場合、半径方向の封止縁１３は環状
溝１２内に配置されるのが有利であるので、連結ウエブ１９が拡がる際に、封止縁１３は
、ハウジング１００の壁１１５に対してきつく押圧される。
【００４７】
　カラー１４及び入口外形１７は、ハウジング１００上にシール部材１をロックすること
及びシール部材１の通路開口４内への電線２の導入を容易にするために、各要求事項に対
応して設計される。シールリセプタクル１１６は、シール部材１の外輪郭と相補的に設計
されるのが有利である。
【００４８】
　ハウジング１００は、本実施形態にあるように、コネクタハウジングでなければならな
い訳ではなく、任意の電子機器のハウジングであってもよい。対応して、キャップ１０２
も、シール部材１をロックするために任意の方法で設計されてもよく、このために必須と
いう訳ではない。電線ガイド１０２は、例えばねじ付きのケーブル押さえであってもよい
。
【００４９】
　ラッチ手段１０３及び相手ラッチ部材１０４は、各要求事項に対応して設計されてもよ



(8) JP 2013-531332 A5 2015.4.2

い。また、カバー１０５、通路１０６、及びハウジング１００の内部室１０８への組立開
口１０７は、各要求事項に適合させてもよい。電線クランプ１１０、固定手段１１１、相
手固定手段１２０及び加圧領域１１２は、電線２用の電線ホルダ１０９を形成するために
、任意のやり方で設計されてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　　　シール部材
２　　　　　電線
４　　　　　通路開口
５　　　　　内部スリーブ
５ａ　　　　内部シールリング
５ｂ　　　　内部シールリング
６　　　　　内周
６ａ　　　　内部封止面
６ｂ　　　　内部封止面
７ａ～７ｄ　補償部
８ａ　　　　切欠（脆弱領域）
８ｂ　　　　切欠（脆弱領域）
９　　　　　リブ
１０　　　　外部スリーブ
１１　　　　外周
１１ａ　　　外部封止面
１１ｂ　　　外部封止面
１２　　　　環状溝（凹部）
１３　　　　封止縁
１８ａ　　　ばね脚
１８ｂ　　　ばね脚
１９　　　　連結ウエブ
２０　　　　環状内側凹部（凹部）
１００　　　ハウジング
Ｅ　　　　　導入方向
ＭD　　　　中心線
Ｘ　　　　　軸方向
Ｙ　　　　　半径方向
Ｚ　　　　　半径方向
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電線（２）及びハウジング（１００）間を封止するシール部材において、
　弾性的に拡張可能な内部スリーブ（５）と、該内部スリーブを取り囲む外部スリーブ（
１０）と、前記シール部材の半径方向（Ｙ、Ｚ）に圧縮可能に設計され、前記外部スリー
ブの曲がり易さよりも大きな曲がり易さを有する少なくとも１個の補償部（７ａ～７ｄ）
とを具備し、
　前記内部スリーブは、前記シール部材の軸方向（Ｘ）に沿って、前記電線用の通路開口
（４）を有し、
　前記通路開口は、前記電線用に内周（６）に沿って延びる少なくとも１個の内部封止面
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（６ａ，６ｂ）を有し、
　前記外部スリーブは、前記シール部材の外周（１１）に沿って延びる少なくとも１個の
外部封止面（１１ａ，１１ｂ）を有し、
　前記補償部は、前記内部スリーブ及び前記外部スリーブ間を前記電線の導入方向（Ｅ）
に沿って前記内部スリーブ寄りに延びる切欠（８ａ）と、前記内部スリーブ及び前記外部
スリーブ間を前記導入方向（Ｅ）とは逆向きに前記外部スリーブ寄りに延びる切欠（８ｂ
）とを具備し、
　双方の前記切欠間に前記導入方向に沿って前記内部スリーブ寄りに延びて前記内部スリ
ーブ及び前記外部スリーブを連結する連結ウエブ（１９）が形成されると共に、前記双方
の切欠により前記内部スリーブにばね脚（１８ａ，１８ｂ）が形成されることを特徴とす
るシール部材。
【請求項２】
　前記内部スリーブの少なくとも一部が、前記外部スリーブに対して前記半径方向に移動
可能に保持されていることを特徴とする請求項１記載のシール部材。
【請求項３】
　前記半径方向に沿った前記補償部の曲がり易さは、前記軸方向に沿った前記補償部の曲
がり易さを超えることを特徴とする請求項１又は２記載のシール部材。
【請求項４】
　前記補償部は、外周に沿って少なくとも部分的に延びる凹部（１２，２０）を具備する
ことを特徴とする請求項１ないし３のうちいずれか１項記載のシール部材。
【請求項５】
　前記補償部は、前記外部スリーブ上に前記内部スリーブを少なくとも部分的に保持する
、スポーク状に配置されたリブ（９）を具備することを特徴とする請求項１ないし４のう
ちいずれか１項記載のシール部材。
【請求項６】
　前記リブの少なくとも一部は、前記シール部材の軸方向の中心線（ＭD）から始まる半
径方向の線に対して斜めに延びることを特徴とする請求項５記載のシール部材。
【請求項７】
　前記通路開口内の前記補償部が、前記封止面に対して少なくとも部分的に後退する内側
凹部（２０）を有することを特徴とする請求項１ないし６のうちいずれか１項記載のシー
ル部材。
【請求項８】
　前記補償部は、前記シール部材の前記外周に少なくとも１個の環状溝（１２）を具備す
ることを特徴とする請求項１ないし７のうちいずれか１項記載のシール部材。
【請求項９】
　前記少なくとも１個の環状溝内には、少なくとも１個の外方を向く封止縁（１３）が周
囲方向に沿って延びることを特徴とする請求項８記載のシール部材。
【請求項１０】
　前記シール部材の軸方向断面が少なくとも部分的に該シール部材の中心軸に対して斜め
に延びる前記ばね脚（１８ａ，１８ｂ）は、少なくとも１個の前記内部スリーブを半径方
向に弾性的に保持することを特徴とする請求項１ないし９のうちいずれか１項記載のシー
ル部材。
【請求項１１】
　前記内部スリーブは、少なくとも１個の前側シールリング（５ａ）及び少なくとも１個
の後側シールリング（５ｂ）を具備し、
　前記シールリングは、軸方向と平行に延びる前記シール部材の前記導入方向（Ｅ）に沿
って互いに離間することを特徴とする請求項１ないし１０のうちいずれか１項記載のシー
ル部材。
【請求項１２】
　前記少なくとも１個の後側シールリングの半径方向の可撓性は、前記少なくとも１個の



(10) JP 2013-531332 A5 2015.4.2

前側シールリングの半径方向の可撓性より大きいことを特徴とする請求項１１記載のシー
ル部材。
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